
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

                          

                   

 

安
房
神
社
報 

 

第
二
十
一
号 

 

号 
し
ろ
た
へ 

 

幾
そ
た
び 

か
き
濁
し
て
も 

す
み
か
へ
る 

 
 

 
 

 

水
の
皇
国
の 

姿
な
る
ら
む 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
―

八
田
知
紀―

 

 
 右

の
句
は
、
水
の
濁
り
も
や
が
て
澄
ん
で
清
く
な
る
よ
う
に
国
の
変
動
も

や
が
て
は
落
ち
着
く
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
と
い
う
事
を
歌
っ
た
和
歌
に
な
り

ま
す
。
作
者
の
八
田
知
紀
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
頭
を
生
き
た

鹿
児
島
の
歌
人
で
す
。
又
、
明
治
維
新
と
い
う
激
動
の
時
代
を
直
に
見
て
き

た
歴
史
の
証
人
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

令
和
元
年
の
台
風
十
四
号
は
安
房
地
域
に
未
曽
有
の
大
被
害
を
出
し
ま
し

た
。
更
に
令
和
二
年
初
頭
か
ら
続
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
多
く

の
人
の
暮
ら
し
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
台
風
で
壊
れ
た
家
屋
も
修
繕
が
進
み
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
み
感
染
者
も
減
少
し
て
き
て
い
ま
す
。 

未
だ
厳
し
い
世
情
で
は
あ
り
ま
す
が
、
徐
々
に
希
望
も
見
え
始
め
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、
目
先
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
長
い
目
で

見
て
己
の
行
い
を
律
し
、
神
の
御
心
に
添
う
生
き
方
を
心
が
け
る
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

しろたへ                         第 21号(1) 

祝祭日には国旗を掲げましょう 

  

 

令
和
三
年
水
無
月
夏
越
の
大
祓 



しろたへ                        第 21号(2)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                    

  
 

             

 
 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

   

 

       

 

                

 

【
執
り
行
わ
れ
た
主
な
祭
典
】 

 
四
月 
十
八
日 

   

午
後
二
時
半 

御
田
植
祭 

五
月 
十
日 

  
   

午
前
九
時
半 

下
の
宮
祭 

五
月
二
十
七
日 

  

午
前
九
時
半 

海
軍
落
下
傘
部
隊
慰
霊
祭 

六
月 

十
日 

  
   

午
前
九
時
半 

厳
島
社
祭 

六
月
三
十
日  

 
  

午
後
四
時
半 

夏
越
の
大
祓
式
※
一
般
参
列
無
し 

七
月 

 

十
日 

 
   

午
前
八
時 

 
 

忌
部
塚
祭 

八
月  

十
日 

 
   

午
前
十
時 

  

例
祭 

※
神
輿
出
御
中
止 

九
月 

 

十
日 

  
 

午
前
九
時 

 

御
仮
屋
祭 

九
月 

十
日  

 
  

午
後
四
時 

 

抜
穂
祭 

九
月
二
十
七
日 

  

午
前
九
時
半 

琴
平
社
祭 

毎
月
一
日    

 
 

午
前
九
時
半 
月
次
祭 

十
月
十
日  

 
 
   

午
前
九
時
半 
館
砲
三
期
会
慰
霊
祭 

 

【
今
後
の
主
な
祭
典
予
定
】 

 

十
一
月
二
十
三
日 

午
前
十
時 

 

新
嘗
祭 

十
一
月
二
十
五
日 

午
前
十
時
半 

新
穀
感
謝
祭 

十
二
月
二
十
六
日 

午
前
九
時
半 

神
狩
祭 

十
二
月
三
十
一
日 

午
後
四
時
半 

大
祓
式
・
除
夜
祭 

一
月 

一
日 

 
 

午
前
六
時 

 

歳
旦
祭 

一
月 

四
日 

 
 

午
後
四
時
半 

有
明
祭 

一
月
十
四
日 

 
 

午
後
四
時
半 

置
炭
神
事 

一
月
十
五
日 

 
 

午
前
九
時 

 

粥
占
神
事 

二
月
二
日 

 
 

 

午
前
十
時
半 

節
分
祭 

二
月
十
一
日 
 

 

午
前
九
時
半 

建
国
際 

二
月
十
七
日 

 
 

午
前
九
時
半 

祈
年
祭 

四
月
三
日 

 
 

 

午
前
九
時
半 

神
武
天
皇
祭
遥
拝
式 

 
  

毎
月
一
日 

 
 

 

午
前
九
時
半 

月
次
祭 

 

※
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
の
為
、
祭
典
規
模
を 

縮
小
し
て
執
り
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後
の
感
染
の
状
況
に
よ
っ
て
祭
典

の
予
定
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

【
神
社
と
服
装
】 

神
社
で
用
い
ら
れ
て
い
る
装
束
は
古
代
の
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た

も
の
が
発
展
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
古
代
の
日
本
で
は
遣
隋
使
、
遣

唐
使
を
送
り
、
中
国
大
陸
の
文
化
を
取
り
入
れ
そ
の
影
響
を
大
き
く
受

け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
八
九
四
年
の
遣
唐
使
廃
止
か
ら
大
陸
の
文
化

の
影
響
が
薄
れ
た
事
か
ら
国
情
に
合
わ
せ
て
独
自
の
発
展
を
し
て
い
く

事
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
気
候
は
温
暖
か
つ
湿
度
が
高
く
、
雨
量
も

多
い
為
、
通
気
性
な
ど
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
朝
廷
の
衰
微
や
武

家
の
台
頭
に
伴
い
最
適
化
を
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
「
諸
社
禰
宜
神
主

法
度
」
に
よ
り
神
職
の
服
装
は
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
四
年
に
発
布

さ
れ
た
「
服
装
を
改
む
る
の
勅
諭
」
に
よ
る
服
制
の
変
革
に
よ
り
、
洋

装
が
礼
服
と
な
り
、和
装
は
儀
式
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

宮
中
の
儀
式
に
お
い
て
中
国
風
の
礼
服
が
用
い
ら
れ
る
事
は
無
く
な
り

束
帯
、
衣
冠
の
和
装
が
儀
式
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明

治
二
十
七
年
に
定
め
ら
れ
た
「
神
官
神
職
服
制
」
に
よ
り
神
社
祭
礼
に

用
い
ら
れ
る
衣
装
も
制
度
化
さ
れ
現
在
も
そ
の
内
容
を
踏
襲
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
祭
礼
の
格
式
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
、
大
祭
に
衣
冠
、
中
祭

に
斎
服
、
小
祭
に
狩
衣
と
呼
ば
れ
る
衣
装
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ま
す
。 

衣
冠
は
冠
、
袍
、
単
、
袴
、
笏
、
檜
扇
、
浅
沓
か
ら
な
り
ま
す
。
こ

れ
ら
は
、
神
主
の
役
割
、
階
級
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
色
の
物
を
用
い

ま
す
。 

斎
服
も
ま
た
、
冠
、
袍
、
単
、
袴
、
笏
、
檜
扇
、
浅
沓
か
ら
な
り
ま

す
。
色
は
役
割
、
階
級
を
問
わ
ず
白
色
に
な
り
ま
す
。 

狩
衣
は
烏
帽
子
、
狩
衣
、
単
、
袴
、
笏
、
浅
沓
か
ら
な
り
ま
す
。
狩

衣
は
色
や
文
様
の
指
定
は
な
く
自
由
に
な
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        
 

     
 

 

         

                     

                       

                       

 
 

  
 

  

 
 

 
 

しろたへ                        第 21号(3) 

  
 

 

【
安
房
の
国
の
成
り
立
ち
】 

安
房
の
国
は
現
在
の
千
葉
県
南
部
を
指
し
、
現
在
の
館
山
市
、
鴨

川
市
、
南
房
総
市
、
鋸
南
町
を
指
し
ま
す
。
か
つ
て
忌
部
氏
の
先
祖

で
あ
る
天
富
命
が
東
国
を
開
拓
し
た
際
に
、
こ
の
地
方
は
麻
の
生
育

に
適
し
て
い
た
事
か
ら
、
本
拠
で
あ
っ
た
四
国
の
阿
波(

現
在
の
徳
島

県)

か
ら
音
を
取
り
安
房
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
千
葉
県

で
は
同
様
に
、
中
部
と
北
部
も
同
様
に
麻
が
豊
か
に
、
総
総(

ふ
さ
ふ

さ)

と
育
つ
事
か
ら
総
の
国
と
呼
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
陸
路
が

危
険
な
為
海
路
が
主
要
な
道
で
あ
り
、
畿
内
か
ら
見
て
北
部
の
方
が

遠
か
っ
た
為
、
北
部
を
下
総
、
中
部
を
上
総
と
呼
称
し
て
い
ま
す
。

続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
、
安
房
の
国
は
平
郡
郡
、
安
房
郡
、
朝
夷
郡
、

長
狭
郡
の
四
郡
に
わ
か
れ
て
い
ま
す
。
九
六
七
年
に
発
令
さ
れ
た
延

喜
式
神
名
帳
に
お
い
て
、
安
房
郡
に
は
安
房
神
社
、
洲
宮
神
社
の
二

社
が
、
朝
夷
郡
に
は
天
神
社
、
莫
越
山
神
社
、
下
立
松
原
神
社
、
高

家
神
社
の
四
社
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
又
、
延
喜
式
神
名
帳
に
あ

る
神
社
の
事
を
式
内
社
と
呼
び
ま
す
。
平
安
時
代
に
は
国
司
が
参
拝

す
る
順
番
に
よ
り
格
式
が
付
け
ら
れ
、
安
房
神
社
を
一
宮
、
洲
宮
神

社
を
二
宮
、
天
神
社
を
三
宮
、
莫
越
山
神
社
を
四
宮
、
下
立
松
原
神

社
を
五
宮
、
高
家
神
社
を
六
宮
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
六
社
の
内
、

高
家
神
社
を
除
く
五
社
は
全
て
忌
部
氏
に
所
縁
の
神
様
を
御
祀
り

し
て
お
り
、
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。 

【
安
房
神
社
】 

 

安
房
神
社
は
神
武
元
年
に
東
国
開
拓
の
命
を
受
け
た
天
富
命
様

が
忌
部
氏
の
祖
神
を
こ
の
地
に
御
祀
り
す
べ
く
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

上
の
宮
に
忌
部
氏
の
祖
神
で
あ
る
天
太
玉
命
様
を
主
祭
神
と
し
て

御
祀
り
し
、
后
神
で
あ
る
天
比
理
刀
咩
命
様
を
相
殿
と
し
て
御
祀
り 

安
房
の
国
と
式
内
社
㈠ 

し
て
い
ま
す
。
天
太
玉
命
様
は
、
天
照
大
御
神
様
が
天
岩
戸
に
隠
れ
ら
れ
た
際
に

儀
式
に
用
い
る
道
具
を
用
意
さ
れ
た
こ
と
か
ら
工
匠
祖
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
下
の
宮
に
は
開
拓
に
携
わ
っ
た
天
富
命
様
と
弟
君
の
天
忍
日
命
を
御
祀

り
し
て
い
ま
す
。
関
東
に
あ
り
な
が
ら
古
く
か
ら
朝
廷
に
崇
敬
さ
れ
、
平
安
時
代

に
は
旧
制
の
安
房
郡
を
授
け
ら
れ
、
伊
勢
の
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
に
七
社

し
か
な
い
神
郡
を
有
す
る
神
社
と
な
り
ま
し
た
。
室
町
時
代
に
は
里
見
氏
に
よ
り

社
殿
の
修
造
が
行
わ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
幕
府
よ
り
社
領
の
寄
進
が
あ
り
ま
し
た
。

明
治
時
代
に
入
る
と
官
幣
大
社
に
列
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

【
洲
宮
神
社
】 

 

洲
宮
神
社
は
神
武
元
年
に
天
太
玉
命
様
に
よ
り
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
御
祭
神
は

天
太
玉
命
様
の
后
神
で
あ
る
天
比
理
刀
咩
命
様
を
御
祀
り
し
て
い
ま
す
。
元
は
州

神(

す
の
か
み)

様
と
呼
ば
れ
海
の
神
さ
ま
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。
は
じ
め
は

明
神
山
に
御
鎮
座
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
鎌
倉
時
代
に
魚
尾
山(

と
お
や
ま)

に
御
遷

座
し
ま
し
た
が
そ
の
後
火
災
に
よ
り
社
殿
を
焼
失
し
長
く
仮
殿
に
御
祀
り
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
室
町
時
代
に
は
現
在
の
境
内
地
に
御
遷
座
し
て
今
に
続
い
て
い
ま
す
。

例
祭
日
に
は
明
神
山
ま
で
神
幸
す
る
浜
降
神
事(

御
浜
出
神
事
と
も)

が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
現
在
で
は
明
神
山
か
ら
海
岸
線
ま
で
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
近
く
あ
り
ま
す

が
、
考
古
学
、
地
理
学
の
両
面
か
ら
の
調
査
に
よ
れ
ば
か
つ
て
は
明
神
山
の
ふ
も

と
ま
で
海
岸
線
が
伸
び
て
お
り
、
神
事
の
名
前
に
そ
の
名
残
が
見
ら
れ
ま
す
。
洲

宮
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
見
て
も
、
か
つ
て
は
海
に
御
鎮
座
さ
れ
て
い
た
事
が
伺

え
ま
す
。
又
、
現
在
の
境
内
地
か
ら
も
古
代
の
祭
器
具
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
神

事
と
密
接
に
繋
が
っ
た
地
で
あ
っ
た
事
が
伺
え
ま
す
。 

 
 

 
 

 

上 洲宮神社社殿 

上 安房神社社殿 



    
 

 

                        

             
 

 
※
境
内
自
由
参
拝
に
つ
い
て 

 

大
晦
日
の
み
終
日
参
拝
が
可
能
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て

は
、
早
朝
六
時
～
午
後
六
時
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

警
備･

防
犯
上
の
都
合
に
よ
り
、
時
間
外
は
境
内
へ
の
立
入
り

を
一
切
禁
止
し
て
お
り
ま
す
。 

 

※
冬
季
は
日
没
が
速
い
為
、
防
犯
の
理
由
か
ら
時
間
前
に
閉
じ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

【
御
水
取
り
・
御
砂
取
り
の
作
法
】 

 

当
社
で
「
御
水
取
り
・
御
砂
取
り
」
を
さ
れ
る
際
に
は

祈
祷
受
付
に
て
御
申
込
み
頂
き
、
殿
内
に
て
御
祓
い
を
受

け
た
後
に
御
水
取
場
・
御
砂
取
場
に
お
進
み
頂
い
て
お
り

ま
す
。 

 

こ
れ
は
御
本
殿
近
く
の
清
浄
な
御
水
取
場
・
御
砂
取
場

に
、
外
界
の
穢
れ
を
持
ち
込
ま
な
い
為
の
重
要
な
作
法
で

す
の
で
、
御
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
御
来
社
さ
れ
る
こ
と

を
お
薦
め
致
し
ま
す
。
ま
た
大
型
ポ
リ
タ
ン
ク
な
ど
に
よ

る
大
量
の
御
水
取
り
、
過
度
の
御
砂
取
り
は
御
遠
慮
願
い

ま
す
。
な
お
、
御
神
水
飲
用
の
際
に
は
必
ず
煮
沸
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

※
一
般
参
拝
者
の
御
水
取
場
・
御
砂
取
場
へ
の
立
入
り
は

右
記
の
理
由
か
ら
禁
じ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
時
間
外
の
御

水
取
り
、
御
砂
取
り
は
一
切
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
受

付
時
間
内
に
て
御
申
込
み
願
い
ま
す
。 

・
神
符
守
札
の
授
与
、
御
朱
印 

 

 
 
 
 
 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
～
午
後
五
時 

・
御
祈
祷
、
御
水
取
り
の
受
付 

 

 
 
 
 
 
 
 

午
前
九
時
～
午
後
四
時 

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
発
行
／
安
房
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安
房
神
社
の
神
池
前
に
は
「
安
房
あ
づ
ち
茶
屋
」
が
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

秋
に
色
付
く
神
池
後
方
の
吾
谷
山
を
眺
め
な
が
ら
、
癒

し
処
と
し
て
心
静
か
に
穏
や
か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご

さ
れ
ま
す
よ
う
御
利
用
下
さ
い
。 

 

温
か
い
お
に
ぎ
り
セ
ッ
ト
や
、
お
み
や
げ
物
と
し
て
房

州
銘
菓
も
ご
ざ
い
ま
す
。
是
非
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。 

 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
為
、
し
ば
ら
く

の
間
休
業
い
た
し
ま
す
。
御
了

承
く
だ
さ
い
。 

あ
づ
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